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Ａ 禁止 使用を禁止する。

Ｂ 削減 使用量、排出量を削減する。

Ｃ 管理 使用方法を管理し、排出量を削減する。
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評価基準ＰＲＴＲＮＯ CAS 物質名（IUPAC) 別名

Ｃ 1 － 亜鉛の水溶性化合物
Ｃ 9 103-23-1ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

Ｃ
24 － 直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が10から14まで

のもの及びその混合物に限る。) 
Ｂ 25 － ｱﾙﾁﾓﾝ及びその化合物
Ａ 26 1332-21-4石綿 　　　　　　　　　　　　　　　
Ｂ 29 80-05-74,4'-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾘﾃﾞﾝｼﾞﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA
Ｂ 30 25068-38-64,4'-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾘﾃﾞﾝｼﾞﾌｪﾉｰﾙと1-ｸﾛﾛ-2,3-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾊﾟﾝの重縮合物ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA型ｴﾎﾟｷｼ樹脂(液状のもの
Ａ 42 75-21-8ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃ 43 107-21-1ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ
Ｂ 60 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃ 61 105-60-2ｲﾌﾟｼﾛﾝ-ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑ
Ｂ 63 1330-20-7ｷｼﾚﾝ
Ｂ 68 － ｸﾛﾑ及び3価ｸﾛﾑ化合物
Ｂ 69 － 6価ｸﾛﾑ化合物 　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ 77 74-01-4ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 　　　　　　　　　　　
Ａ 84 － 1-ｸﾛﾛ-1,1-ｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ HCFC-142b
Ａ 85 － ｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ HCFC-22
Ａ 86 － 2-ｸﾛﾛ-1,1,1,2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ HCFC-124
Ａ 87 － ｸﾛﾛﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ HCFC-133
Ａ 88 － ｸﾛﾛﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ HCFC-13
Ａ 90 122-34-92-ｸﾛﾛ-4,6-ﾋﾞｽ(ｴﾁﾙｱﾐﾉ)-1,3,5-ﾄﾘｱｼﾞﾝ ｼﾏｼﾞﾝ又はCAT
Ａ 94 － ｸﾛﾛﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ CFC-115
Ｂ 95 67-66-3ｸﾛﾛﾎﾙﾑ
Ｃ 100 － ｺﾊﾞﾙﾄ及びその化合物
Ｃ 101 111-15-9酢酸2-ｴﾄｷｼｴﾁﾙ ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ
Ａ 112 56-23-5四塩化炭素
Ａ 121 － ｼﾞｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ CFC-12
Ａ 123 － ｼﾞｸﾛﾛﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ CFC-114
Ａ 124 － 2,2-ｼﾞｸﾛﾛ-1,1,1-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ HCFC-123
Ａ 132 － 1,1-ｼﾞｸﾛﾛ-1-ﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ HCFC-141b
Ａ 133 － ｼﾞｸﾛﾛﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ HCFC-21
Ａ 138 91-94-13,3'-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ
Ｂ 139 95-50-1ｵﾙﾄ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
Ａ 144 － ｼﾞｸﾛﾛﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ HCFC-225
Ａ 145 75-09-2ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 塩化ﾒﾁﾚﾝ
Ａ 162 － ｼﾞﾌﾞﾛﾓﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ ﾊﾛﾝ-2402
Ｂ 172 68-12-2Ｎ，Ｎｼﾞﾒﾁﾙホルﾑｱﾐﾄﾞ
Ａ 176 － 有機ｽｽﾞ化合物（トリブチルスズ）
Ｃ 176 － 上記以外の有機ｽｽﾞ化合物
Ｂ 177 100-42-5ｽﾁﾚﾝ
Ａ 178 － ｾﾚﾝ及びその化合物
Ａ 179 － ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ 200 127-18-4ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
Ａ 201 － ﾃﾄﾗｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ CFC-112
Ａ 204 137-26-8ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾁｳﾗﾑｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ ﾁｳﾗﾑ又はﾁﾗﾑ

･日本化学工業会の化学物質使用実績集計に参加して
おります。

･1998年から環境省/神奈川県ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業に平塚
工場が参加、化学物質の排出・移動量を把握する
ｼｽﾃﾑ作成に協力してきました。

Ｐー６

特定化学物質については０５年
までに全廃します。


